
【定期検査手数料一覧表】

※計量器などの写真はイメージです。メーカーによって形状や機能などが異なります。

（注）・ひょう量（秤量）・・・その計量器で計量できる最大の値のことです。

※ひょう量が 250 ㎏超、500 ㎏以下のはかりを検査される場合は

事前に松江市商工企画課（55-5208）までご連絡ください。

はかりの種類 ひょう量（注） 金額

電気式はかり

電気抵抗線式はかり、電磁式はかり、誘電式はかり、光電式はかり

１００ｋｇ以下 ￥１,５４０

２５０ｋｇ以下 ￥１,９８０

５００ｋｇ以下 ￥２,４２０

最小の目盛または感量が
ひょう量の 1/10，000 未満
のものは上記の２倍の金額

棒はかり、ばね式指示はかり（直線目盛のみ）

１台あたり ￥２７０

その他のはかり

手動天びん、等比皿手動はかり、不等比皿手動はかり、台手動はかり、

ばね式指示はかり（円周目盛のもの）、手動指示併用はかりなど

  

１００ｋｇ以下 ￥５５０

２５０ｋｇ以下 ￥９９０

５００ｋｇ以下 ￥１,６５０

最小の目盛または感量が
ひょう量の 1/10，000 未満
のものは上記の２倍の金額

分銅、おもり（はかりとは別に手数料が必要です）

      

１個あたり \１０


